


３ 資格審査の申請の時期及び申請方法  

（１）申請の時期 

資格審査の申請は、令和7年10月16日（木）から令和7年10月27日（月）まで（日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時までの間にしなければならない。  

（２）申請書類の入手方法  

増毛町立市街診療所 で交付する。  

なお、増毛町のホームページにおいてダウンロードすることができる。(ＨＰアドレス 

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/）  

（３）申請の方法  

資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し

た申請書類を提出することにより行わなければならない。  

ア 提出先の名称 増毛町立市街診療所 

イ 提出先の所在地 郵便番号077-0214  北海道増毛郡増毛町畠中町5丁目176番地の1  

電話番号 0164-53-1811  

（４）審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。  

 

４ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続  

（１）資格の有効期間  

資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の（１）に定め

る契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。  

（２）有効期間の更新  

資格は１の（１）に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。  

 

５ 資格の喪失  

資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 




